
欧州ＲoＨＳ２指令への対応状況のお知らせ

欧州ＲｏＨＳ指令は、電気・電子機器に対して特定有害物質の使用を制限する欧州連合（ＥＵ）による指令です。

対象となる特定有害物質６物質に対し、４物質追加となり現在では下記１０物質の使用が規制されております。

ＫＧ 規格歯車は、特定有害物質１０物質に対し下記閾値内にて管理しております。

特注（オーダーメイド）歯車も対応しておりますので、お見積りをさせて頂きます。

禁止物質名 規制濃度　（閾値）

０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

　【適用除外用途】

　① ６（ａ） ： 鋼材中及び亜鉛メッキ鋼板中に含まれる０．３５ｗｔ％までの鉛

鉛 （Ｐｂ） 　② ６（ｂ） ： 合金成分としてアルミニウムに含まれる０．４ｗｔ％までの鉛

　③ ６（ｃ） ： 鉛含有量が４ｗｔ％以下の銅合金

　　※ ＫＧ規格歯車（弊社 総合カタログ商品）の Ｓ４５Ｃ 材には、

　　　　快削材 （適用除外用途 ６（ａ）の閾値内）も含まれております。

　　※ 適用除外項目の有効期限は、２０２１年７月２１日までと成ります。

水銀 （Ｈｇ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

カドミウム （Ｃｄ） ０．０１ｗｔ％　（１００ｐｐｍ）

六価クロム （Ｃｒ
＋６

） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

ポリブロモビフェニル （ＰＢＢ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

ポリブロモジフェニルエーテル （ＰＢＤＥ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

* フタル酸ジ-2-エチルヘキシル （ＤＥＨＰ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

* フタル酸ブチルベンジル （ＢＢＰ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

* フタル酸ジ-ｎ-ブチル （ＤＢＰ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

* フタル酸ジイソブチル （ＤＩＢＰ） ０．１ｗｔ％　（１０００ｐｐｍ）

　　表中の * 印は、新たに追加と成った特定有害物質。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件に関する技術的なお問合せ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協育歯車工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術部 ℡ 048-763-4905


